
北

北
第

海

海
５

平

道

北
道
条

成

規

海
立
第

則

道
文
１

第

成平 年

年

立
書
項

５

３

〇

〇

立

調

道

道

定

海

海

特

北

北

契

報

文

達

情

〇 制
約

公

書

規の業金貸

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

路
市
海

道
土
知
道
道
都
北

改
権
の
の
計
道

営
地
事
路

事
入

地
良
限
供
区
画
収

土

係
の
の
業
証

改
事
に
用
域

良
業

〇

〇

〇

〇

学

道

海
海
立

海

北
北
私

北

文
条
法

用

立
税
校

公

道
道

書
例
施

文

・火週毎

３

文
館
を

月

号

書
管
次

館
理
の

日

理
則
う

管
規
よ

金

規

に

曜

則
昭
改

日

の
和
め

）

る

一

月

改
海

を
北

部
年
。

理

係

条

管

に

開

館

正
道

日

行

の

札

施

則

入

の

規

る

例

の

規

改

…

す

を

告

関

部

公

に

一

北

正

…

る
労

海

す

…
働

規の律法るす関に等
…

道

る

よに定

委

の

事
の
る
開
変
の
紙

る
…

…
及
業
元

業
施
保
始
更
事

画
の
林
…
び
計
売

計
行
安

用
の
さ

の
協
の
…
供
画
り

の
定
…
の
変
ば

決
議
指
…

の
人

…
適
の
…
開
更
き

定

除
…
…
認
及

…
否
解
…
始

…
決
の
…
…
可
び

…
の

支

…
…
り

…
定
予
…
…
…
売

…
…
定
…

庁

則

規

管
行
細

成

館
施
行

作

則
の
一

の

規
則
の

程

理
規

改

を

一
部
を

部

の
一
部

一

部
を

目

る

す

改
正
す

正

を
改
正

改

正
す

告

る
訓

す
る
規

規

る
規
則

訓

発日曜金 行

規
第

る
則

す
規

則
次

道

を

海

部

北

一の）号 よ

事

の

知

北

労

規

高

う

員

働

則

…
会

委

を

…
訓

員

こ

…
令

…

程

公

…

規

に

…

会

こ

… …

の

布

則

改

…

を

。

…

部

る

…

一

す

止停の務業金貸
…

正

…

さ

…
…

す

…………分処

…
…
…
…
…
…

告

…
…
…
…
…
…
ば
示

…
…
人

…
…
…
…
…
…
き

…
…
…
…
…
の

…
…
…
…

…
定

…
…
…
…
…
…
指

…

…
…
…
…
の

…
…
…
…
…

部

…
…
…
…
…
…
一

…
…

…
…
…
改

…
…
…
…
…
…

…

地
地
…

土
土
…
…
…
…
正

則
…

令

改
改
…
道
道
都
物

則
…
…

…

規

示

…
令

…
…
…

則

…

…

…
…
…

…

…
…
…

…

…
…

次

…

…

…
…
…

…

…
…
…

…

…
…
…

…

…
…
…

…

…
… …

…

…
…
…

…

法
…
…

法

正

橋

改に

海

み

。

る

る

は

す

道

る

２

第
こ
第
札

と

条

公

１

第
よ
の
中
第

条
に
条
幌

…

…

…

…

…

令

…

訓

…

る

第
エ

わ
れ
の

ら
当
賦

………
ず
該
課
本
札
条

し

…… 第 の条

、
各
に
庁
幌
の
都
て

７

良
良

路
路
市
品

備
境
理

指
指
治
整
整
環
管

課
課
課
課
課
課

導
導
山
備

）
）
）
）
）
）
）

課

北

北
第

海

法

海

道

平

北
道
条
人

規

海
税
の
の

道海北
成

則

制

制

税

課

課

書
務
事

書

文
税
学

文

）
）
）

）

課
課

規

示

の

展

こ
附

ジーペ

則

室

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）

３
り
７
央

館

室

書

覧

文

閲

中
求
次
税
か

項
請
に
道
項 ら

報

第

す
の
事

項

求
場
項
所
３

請
る
２
務

で

」
を
加
又
ま

は
合
を
長

び

次
き
る
札
及

の
除
え
は

項

を

北
前

に
」
。
幌

関
の
中
７
市
定

の

、
加

道

め

法
号

道
１
地
ら

第
に
す
徴
央
第

定
る
税

第

た

条
め
調
吏
税
項
法
れ

の
る
査
員
事

昭
区

２
区
の

務

第
域
た
札
所
号
和
域

１
に
め
幌
の
エ
税
次
法

項
所
の
市
徴
を
年

す
問
外
吏
の
律

第
在
質
以

の次
号
る
及
の
員
よ
第

１
吏税徴るげ掲に号各
イ
も
び
市

う

員

道
条
６
事

第

税
例
の
業

年

６

条
施
次
税

３

号

例
行
に
に

月

調

行
則
の
る

日

施
規
次
係

規

１ 加
特

の
和
を
の

則
昭
条
査

一

例条

を
北
る
）

部
年
え
例

正改を部一の則規行施

は

す

改
海
。

則

１ 日

成

１
る
毎

１

平

限

月

、

月
。
月

同

４

日

第

ら

年

４
）
の

か

木

月

月

、

３

９

日

日

日

月

曜

３

から

日

ま

の

び

の

及

施

及

そ

で

国

日
１

館

下

休

の
日
日
２

は

民
休
曜
月

日

同

の

日
と

、

次

祝
」

日

、

す
。

３

お

関
う

月

と

に
い

律

び

す

法

及

と

る
）

日

り

。

務
定

動
る

事
規

自
え

税

税

は
か

納

長
か

税

所
に

車

、

書

に
ず

明

特
ら

証

、
わ 南

発

が
幌

動

要
札

自

必

第

機

る
道

行

あ

幌
改
）

に
の
検
町
札
に
号

対
に
の
市
め
第

掲
に
査
村

げる
し
係
区
の
る

事

域

第

法
て
る
域
区
。
条

、
税
を

項

で
業
務

１

人
事

主

行

の

の

に

る
加
も

定

た
付
う

規

６第、は
務
値
と

よ

事
価

り

同び及文本項１第条

る
則

す
規
正
道

条
所
割
す

規
第
則

道

次

海

を

北

部一の）号

公にここを則規る

知

の

同

日

び

行

事

よ

。るす布

する

月

が休

月

。

日

日に

日 月

ら

る

同

れ

た

ら

こ

当

か

の

と

日

き

る

曜

そ

で

土

、

ま

が

は

日

。

昭

月

和

日

第

月

律

同

法

ら

年

か 日

に

と
税

規に

で

）

ま

号

務

必

認
事

事

る
所

要

め

項

と
長

号

力

、
議

入

は
協

を

き
と

す

第
し

は
び
。

別

又
及
る

特

に

全

所
割

保

業
本

地

事
資

ぞ
。

と

れ
る

区

そ
限

地

が
かかに定規の項２第

）

。

は

るす

橋

正改

高

にう

みる

場るた

）

当

日

に

前

日

の

に合

日休るす定 以



所住
〒

道

のそ

在

別期

所

登

６のそ

車

道

動

都

自

税

３

に
に

車

録

動

第

自

証税

前
記
記
る
え

て

別
別
よ
加

自
項
第
第
場
る

、

平

動
の
９
６
合
。

成

車
規
号
号
）

税
定
様
様
」

年

名

度

氏

年

び及）地

府

税納税車

）

動

称

自

名

コ

用

県

税 場るよに付納合

ド

集

ー

税

号

）

番書知通税納

合

用

番

動

に機

自

行発動

号

自

号

る

車

よ

に
に
式
式
に

合

続

税

場

継

３

係
よ
の
の
改

月

る
り
引
７
め

徴
徴
継
そ
、

日

収
収
書
の
同

金
の

５
様

金

の
引
引
中
式

曜

徴
継
受

中

日

収
ぎ
書

そ

）

引
し
を
座
６

の
を
）
口
の

ぎ
う
付
替
そ

継
よ
送
振
を

書知通

様

用

税

査

）

納

検

注

）葉１

７

を
と
し
に
の

書明証

）

し

る
る
け
る
と

す
す
な
よ

そ

と
き
ば
合
、

こ
と
れ
場

５

で
又
ら
」
の

が
、
な
）

る
徴
い

の

き
は
な
を

。
収
。

次

受

振
の

引

座
そ

の

口
に

北

こ
け

の
全

受

３

４

け

替
６

処
っ

額
滞

を
の
取

全
延

額

の

り
分
た

が
金

切 捨
に
日

確

て
つ
の

す
て
日

未
金

ま
い
翌

円
定

服
ら

で
に

。
不
か

満
額

あ

が
起
あ
算

円
る

セ
に
年
ト
い
割
そ
額
に
日

つ

合

の

ン

の

場

の
に
お

合

端
相
け
当

い

割

ト

た

て

合

そ

月

は

数
当
る

、

を
す
年
り

は

を

の

当

の

加

、

割

該

日

当

切
る
当
割

算

年

合

納

を

該

り
延
た

に

期

経

公

捨
滞
り
合

し

限

過

定

て
金
の
で

た

の

す

歩

ま
額
割

パ
翌

る

合

す
を
合

ー

パ

す

割

日

時

に

。
加
は

セ

ー

。

合

日の付納らか日翌の限

に

年

）
算
、

ン

セ

が

でま

納
数
の
端
そ

意
１
２

の
か

金

限
限

あ
数

期
期

が
端

納 に

き
又

に
で

と
額

後
ま

る
の

る
め

又
そ

め
納

、
は

納
と

の
額

き
い

そ
全

と
な

は

別
そ

き

全
を

は

に次の９

第
第
記
記
別

た

、
て

し

付
し

を

納
と

９

海

う

は

納
よ

き

合
の

と

集
次

、

付

道

車

本

公

て

満
き

る
し

未
と

記

証

上

の
は

場合

が
の

は
以

数
そ

に
日

端
、

の
知

る
数

こ
に

あ
端

、
内

、
又

税
に

き
額

納
事

と
金

書
請

は
そ

知
査

又
は

通
審

ト

ン

年

じ

ら

お

４

）
し
閏
ゅん

１

け

パ

）
て
年

ト

該
月

る

ー

の
納
の

未

パ

当

セ

期
を

公

セ

割
め
日

満

ー

端

ン

間
経

定

ン

合
て
を

の

む

数

ト

の
過

歩

ト

を
く
含
さ
期

が

の

属
す

合

の

乗
だ

て
い
間

あ

割

す
る

に

割

じ

を

計
。
に

る

合

る
日

年

合

パ

加

算
こ
つ

と

に

各
ま

４

の

ー

算

し
の
い

き

満

年
で

年、じ応に数日の間期 パ
期

セ

し
は
た
場
て

の

た

捨

額
、

が
り

税
は

額
切

、
督

て

そ
促

ま

に
発

。
未
額
が

す
円
の
状 付

）
満で

さ

に
あ

れ

、

の

き

す

の

未
と

ま

そ

円
る

え加にうよの次てしと る

は

。

納

満

そ
中
中

年

式
式
様
様
号
号

月

の
第
を
関
の

日

条
そ
係

の

登

書

台

の

明

」
し
）
と

録

報

自

号

限

の

期

号

効

番

番

有

そ
の

を
求

ていつに車動

、

間
前
ン
な
た
、
金
合
も

そ
を
、
。

、
の

期
ー

の
第
を

北

、
の

道

条
そ

海

第
と の

７
そ

長

の
、

庁

条
し

支

関

の税車

月

動自、

年

は

係

こいなが納滞

日

第

と

に
の

」
そ
）
を

改 る
し

め
と

印

を

のそ
。
、

明証 しま

号

。す



成平 年

号番録登号番

納

道
道
郵

海
海
内

北
北
道

指
収
便

所場付納

知通税

上

書

登

税

税

と

法

納

の

拠

記

根

録

月３ 日 ）日曜金

額税）準標税課 録登号番）
円
率税

年

取
定
入
局

動

）

自

理代納
員

度

収
扱

番

通税

関

納

機

税

融

車

金

方

告

地

り

－

年

お

令

知

号

の

日

す

第

ま

法

し

税

月

知

税

限期

期

道

納

、

、

条

で

の

号

額

額

番

限

）

）

計

準

率

標

合

税課

税

書

書

訳

訳

内

内

紙

紙

別

別

北

号番 額税）準標税課 ）
円
率税

書訳内書

）葉２

番

納

道

に

第

海

で

例

北

ま

条

さ

長

だ

庁

く

）

支

て

条

め い

印

お

お

と

と

の

の

日月年

。

円

り

り

公道海

号 登

も

害

録

裁
処
を
そ

号番

決
分
避
の

が
、
け
他

課

な
処
る
裁

標税

い
分
た
決

準

と
の
め
を

）

き
執
緊
経

税

。
行
急
な

額

又
の
い

税

は
必
こ

の日たっあが求請査審

円
率

を

れ
せ
す
の

６

翌

手
要
と

提
こ
ば
ん
る
訴

を
消
け
日 翌
起
の
、

と
え

行
し
取
の

っ
の
っ

た
訴
た
日
す
処
裁
地
き
を

支
え
日
か
る
分
判
方
は
提

庁
を
の
ら
こ
に
所
税
、
起

長
提
翌
起
と
つ
に
法
審
す

の
起
日
算
が
い
処
第
査
る
請
こ

所
す
か
し
で
て
分

在
る
ら
て
き
は
の
条
求
と

地
こ
起
１
な
、
取
の
に
が
対
で

まりな
を
と
算
年
く
４
消

てしと告被を）。す
管
が
し
を
な
の
し
）
す
き

こ
る
海

を
を
る

す
北

５

、

決

る
該
う
の
裁
道

す
当
よ

こ
不
に
処

て
に
を
訟

と
服
し
分
書
訴

け
お

で
立
く
つ
受
に

が
申

ま
に
さ
て
取
い

き
て
だ
い

。
服
た
北

す
係
い
不
っ
て

る
。
あ
の
道

審
処
）
が
日
海

査
分

報

）

続
が
に

番

の
あ
つ

号

続
る
き

登

行
と
正

録

に
き
当

号番

よ
。
な

り

理

課

生

由

標税

ず

が

準

る

あ

）

著

る

税

し

と

額

を月３てし算起らか日

い

き

過経

税

で
て
経
り
審
の
が
る
ま

し

き
６
過
ま
査
訴
、
裁
す

轄
ま
月
す
す
請
え
次
決
。

す 地
す
以
る
。
求
を
の
を

る

号
な

方
。
内
と

の
提
各
経

決
す
の
い

裁
た
で
処

裁
起

っ
の

を
る
い
で

判
だ
あ
分

）
、
て
取

経
こ
ず
処

所
し

か
の

に
裁
も
消

た
と
れ
分

で
で
に
取

処
決
、
し

後
が

判裁方地幌札
分
書
裁
の

所

決
訴

な
き
該
消

のこは又

日
代

請
を

る
翌
を

処
の
を

ら
す

を
た

合
か
表

求
し

場
算
者

る
庁

は
起
る

す
支

に
て
、

合
を

４
し
は

場
長

、
月
海

、
由

審
６
北

は
経

の
内
知

査
て

請
以
道

審
し

査

求
出

に
に
事

請
提

求

第

損

。

）
円
率

分
取
受
の
え

け
ま
当
し

て

書
す

対
、
と

号



第記別

考備
人
人
人
人

様号

成平 年

用利の朝早

中４の式
フ
者

ルゴ本日
国

税率

大

の
上
育

分
以
体

２
歳
民

１の
歳
会

月３ 日 ）日曜金

るす催主が等会協

を

」

等会技競

人
の
練

用
満
の

適
未
等

の
け

訳

お

内

に

の

日

員
者
習 手選加参る

北

のこ１
附

早

税

規

国

率 分
以
体
本
の

２
歳
民
日
朝

大
ル
用

の
上
育
ゴ
利

１

会協フ手選加参

考

者

備

満
の

適
未
等

の
歳
会

が等

員
者
習

人
の
練

用

公道海

則
則

施らか日

」

の布公、は

催主

。るめ改に

るす行

選加参の等会技競るす

内

に

の

日
手

小
合

参るけ

訳

お

計
計

手選加

報

第、しだた。

国
学

人

１に次の６の条

害障人
会大育体

等
民
生

の
者

円
円

非
人
人

課

の

適
満
上

の
未
以

税
歳
歳

員人
者
者

用
の

第

、定規正改るえ加を条

人

訳内の

人
人
人

者加参

人

号



号

を

記

こ
し

別
中
×
算

平

の

の
て

成

２

処
○

用公道海北
の

分
○

年

文
項

に
日

北

北

海

海
平

道

道
成

北

訓

海

公

令

用
年

道

第

文
３

公

２

規

立
４
５

の

私
第
第

こ
附

は

立
校
第
中

則

私
学
条
条
則

学
法
２

校
施
項
私

、

北

３

海

て
か

私

道

こ
作
わ

立
平

規

の
成
ら

学
成

則

規
さ
ず

校

第

則
れ
、

法
年

７

第

平

成
２

の
て
当

施
３

そ
成
この
年

条
の
第
５
年
規

３
に
４
則
月

項
係
月
に

３

第

つ
以

月

１

い
内

号

て
に

日

の

服
○

ア

不
、

金

注

が
○

曜

３

あ
○

日

る
○

）

○

項

は
○

事

合
○

の

場
に

程規成作
中

、

和昭

こ
○

道海北年

作
月

用
訓

号

文

成

の

一

程

の

規

程

成

規
日

作 正

す

改

正

を

改

部

を

一

部

専

成

法
行
及
立

平

訓

す

る

施
細
び

行
則
第
修

細

３
学

年

の
和
を
」

月

則
昭
項
校

４

訓

削
を

１

一部
年
る

日 施

改
海

立

ら

を
北
。
私

か

則

修

す

す
規

専

行

正
道

の

る
号

施
い
分

行
月

行
る
の

細 一

際
紙
、

の

の
用
間

則
日

る
な

を

に
あ
要

部

現
が
必

す

規
合
整

正

の
場
調

改

こ
い
て

規

に
お
し

る

則
に
を

る
て
使

則

よ

改
部
日
る
以

の
る
１
よ
日

規
を
ら
正
の

正
分
か
改
後

、
く
行
の
動

定
除
施
後
不

）
る
海
の

第
。
す
北
産 に

の
別

税
得

条
、
。
道
取

９

施
し

に
第

例
対

７
記

条

処
す

、

の
を

２

が

所

あ
と

健

の
こ

保

分
る

こ
き

、

た
で

」

っ っ

署

知
。

務

を
す

林

と
ま

」

た

」

北

次を部一の）号１第令

を

訓

令

る
に
を

日

うよの

め

海

定

北

にうよの次

令

学

る

本
出

高事

。

知

る

道

校

。

規
第
則

部

る

一

め

の

改

）

に

号

」

を

。

令

改
は
用

を

改にうよの次

こ

に

前
改
る

こ

正
、
す

こ

海
の
を

布

北
後
と

公

の
正

海

税
海
げ

る

北

道
北
妨

す

。

知

例
税
い

道

条
道
な

。

則
行

高

規
施

行
例

事

施
条

則
す

を
様

規
課

項
号

行
て き

え
及

第
べ

加
式

る
び

７
産

正
記

の
動

改
別

条
不

第
取

規
第
定

第
に

び
様

項
税

並
号

１
得 つ

に
式
別
の

、

日

り

翌

削

の

記
４

号
い

海

３

」

第

起

項

ら

同

か

道

土

北

土
地

海

改

道

地

公

良

告

事

。るす正改

改
示

る庁
関

みる

機

は

先

橋

良

訓

記

中
空

の

別
。
３

こ
附

示
右
る

令

るす
の

掲
央
け

事
６

に
同

。るす正

こ
３

め
項

の

×
×
×
×
改

×

律
え

×
×
要
×
、
の
法
訴

則

橋

の
規

審
処
が
そ
同
次

み

基
定

る

に
規

は

定
の
規

×
×
３
×
×
×

い
か
づ
に

な
の
翌
経
×
消
ず
起

×
×

か
る

り
訴
日
過
こ
し
れ
す

第
の

エ
て

ま
え
か
す
の
の

定
す

号
正

規
用

６
改

の
適

の
は

、
。

式
定

は
る

様
規

７
、

平

×
起
×
○
か

１
×
２
×
×

の
し
の
○
起

こ
算
こ
○
ら

業

第

の
法
土
昭

報

号

改
和
地

律
業
法
事
年
良

告

画
第
計 を

は

第
め
）
定
号

則

か

平

項

に
り

、

の

場
寄
。

１

示
ら

成

第

掲

号

し
書 し

月

の

示
出

４

ア

て
き

年

３

す
示

日

中

を
、

１

注

達

。と
事

場
者

ら

の

る
達

か

あ
の
号
に
に
を

項

合
名

施

請
、
る
他
注
次
当
提

査
分

処
で

求
処
と
裁
５
の
該
起

事
事
分
き

が
分
き
決
の
１

執

経
項
項
に
な

あ
の
。
を

い
旨

た
行

な
中
を
つ
い

っ 日
又

い

加 る
の
定

の
は

こ
第
え
て
の

続

に
字
。
審
め

翌
手

と
２ か

請
あ

か
の

つ
目

査
が

日

を
ら
る
処
訴
に
こ

ら
続

き

が

。
提
起
と
分
え
該
と

す

提
す
で

）
起
算
処
に
を
当

の
い
起
る
き

を
す
し
分
つ

こ
６
取
て
す
と
ま

被
る
て

。

と
と
月
消
は
る
き
す

告

１
と
、

し
が
以
し
、
こ
は

き
で
訴
の
が
審

て
で
内
の

き
請

札
ま
あ
え
審
で
査

、

て
提
請
ま
求

幌
す
っ
を
査

分
を
し

処
て
処
○
算

地
。

つ
た
６

に
○
に
し
て

分
○

て
き
以

い
以
い
と
月

つ
日

服
、
に

不
に
不
は
内

て
内

あ
該
北

が
○
が
当
、

服
、

場
○
道

る
○
る
○
海

あ
○

合
に
合
○

場
○

た。
に定規の項１第条

示

、りよ

第

次

わ

る

４

、
終

す

を

は
の

行

文

項

す
の

事

達
り

。

の

示 職
半

、

の
に

し

者
字

と

る

項

氏
掛

事

び
分

の

及
字

２

正
ら

求
る

次

は
て

の

名
け

対
き

算
に

当
」

に
と

起
行

て
り

理

す
は

し
よ

な
を

が
号

裁
教

３
生

由
番

る
、

を
文

を
る

あ
を

決
示

月
ず

過
し

と
け

経
の

経
著

る
付

。
番

後
を

し
い

き
、

た
３

の

な
と

も
害

号

で
例

て
損

求
せ
に

決
避

後

け
し

裁
を

だ
、
す
の
ん
対

方
た
も
起

判
し
処
る
裁

す

裁

を
○
裁

所
、
分
こ
決
○
る

処
又
と
た
第
を

又
分
は
が
経
法
決

は
○
き
後
○
経

は
又
○
で

条
い

○
○
の
な
で
○
な

○

の
な
け
）
で

地
○
日
く
な

分

裁
あ
翌
り
れ
。
処

方
が

す
、
だ
の

判
っ
日
ま
ば
た

に
訟

は
○
は
○
訴

所
た
か

す
お

こ
○
こ
対
に

、
○
、

○
て

処
を
処
る
い

の
○
の

が
海

の
る
の
○
北

分
す
分

っ
を

っ
と
っ
あ
道

あ
こ
あ

こ
表

こ
で
こ
た
代

た
が
た

を
る

を
ま
を
と
す

と
き
と

の

知
す
知

区地 につ

号

道てい 営

押

の

下
を

次

上
印

に

、
公

空
後

項

行
た

事

１
し

１

を

１

れ
て

え

、
字

加

け
１

を

空

処
そ

な
る

字

ば
、

が
け

て

の
旨

と
め

け

分
の

い
た

に

消
記

。
急

」

取
を

き
緊

し
取

、
」
め

必

改

し
載

の

と
起

判
、
消

）
こ
ら
。
裁 に

の
の

処
を
算

所
次
し

に

え

の
っ
て

処
各
訴

分
知
し

日
年

の
の
を

取
た
１

分
号

っ
知
者

し
の
を

取
い
提

消

日

日
た
、

た

た
っ
は

っ
。

の

日
○

翌
○

日

に
の
○

翌

１
）
○

ら

る
日
と

か

よ



路

平

線

成

名 及

年

び

２
３

北

道
そ
週

２
３

海

路
の
間

道

法
関
、

、
保
解

告

安

係
一

示

林

昭
図
般

の

第

と
除

和
面
の

し

定

１

北

森
を

海

解
平

解
茅

道

除
成

林
告

除

法

部

す

示

予
郡

る
年

第

予
３

定
森

昭

項
審

覧

町

和

北

土
の
査
そ
に

海

規
の
の
供
平

道

定
結
関
す
成

地
告

改
に
果
係
る

示

良
よ
、
書
。
年

第

り
適
類

３

法

地
常
厚

そ

呂
南

の
平

日
第

区

関
成

平

名
吉
２

係

成

書
年

事
畑
経

類
３

年

縦

月

覧

日

開用供所場

は
縦

、
て

号

指
の

年
、
覧

さ

律
海
供

の
定

法
北
に

建
る

、
れ
理

第
道
す

た

設
。

目

）

的
由

部

の

号
道路

、

第
整

風
道

条

の
用

課
第

の
害
路

備
２

保

定
月

安
字

号

森

年
で

所
町

律
る

の
川

法
あ
日

林

第
。

在場
の

第

、

）

所
２

号 条

の

の２

、

、
当
は

月

昭
号

和
南
と
、

幌
決
北

日

た
空

法
の
し
道

年
町
定
海

土

支

第
う
。
知

律
行 地

庁 え

第
良

備

）
改

に

号
南

置

条

地
営

は
月

３

帯
体

、

月

総
育

平
日

合
成
整
基

成

日

備
盤整

年

金

担
備

業

３

曜

い

月

日

手
区

）

支
画

日

型
理

援
整

か

］
、

ら

農

の
農
業

の始
知道海北
区

備
と

び
項

、
防
地

及

高事

の

す

次
定

る

の

の

規

た

縦 所

姫

り
場

字

よ

め

覧

、

に 次
に

川

、
備

の
い

、

路
置

３

道
え

の

の
て

第 項

の

２ 規

、

の 定

北

に

の

よ

道

り

、

海

、

知

の

事

の

次

事知道海北

２
向

て

の
幌

い

高

高

、

よ

項
維

成

５
区

平

第
地

、

持
て
）

月

い
理

３

お
管

年

に
事

る
施

ら

す
の

か

用
業

日

準

日

行

業
用

間

用
用

、

用
排

一

水
）

排
水

般

、

の

種
暗

縦

き

覧

北

ょ

に

海

、

供

道

土

す

知

改層

る

事

良

。

北

類
）

高

間
橋

用供
は
開
る
の始
み
日期

道道
道

道

海

海
道

北
道
北

幸
帯

帯
士

開
示

、

を
告

６

用
、

の

供
の

。
ら
る
か

７

す
日

の

始

海

道

道

道

道
北
道
北
道
北

清

下

道海北

道

道

道

海

海

帯

帯

帯

帯

生

う 保

の

橋

に 安

る

林

、

は み

の指

の

海

道

道

道

北

道
北
道
北
道

道

道

道

海

海

みるは橋 幕
帯

帯

帯

八

中

湧

道道

８
議

、

第
協

間

法
の

日

同
て

縦

い

の

第
つ

般

条
に

一

１

海

道

道

道

道
北

道
北

道
北

帯

帯

本

静

本

道

道

道

海

海

帯

縦
北
北

橋
覧
道
道

海
海

海

は

網
胆

る
場
走
振

み
所
庁
庁

支
支

道

海

道

道

道

道
北

道
北
道
北

海

海

公

幌

留

帯

帯

霧

東

豊

道

道

道

現

現
別
木

木
然
土

土

広

広 東

広
河
河

所
線
所

業

業
湖 幌

幌

広
士
士

郡
郡
郡

尾
東

場車停樹大徳
町
町
町

尾 字
字
字

町樹大郡尾広線
土
高

花

辺

広

広

広

水

居

字

停

足
木

木

木

大

島

谷
土

土
場

業

業

業

寄

樹

車

現

現

現

足
足
河
河

線
所
線
所
線
所

尾
尾
寄
寄
東
東

中
中
広
広

郡
郡
郡
郡
郡
郡
郡
郡

川
川

幌
幌

豊
豊
忠
忠
足
足
士
士

町
町
町
町

頃
頃
類
類
寄
寄

所業現木土広
町
町
村
村
茂
白
字
字

町頃豊郡川中

広

広

千

美

洞
二
二
二
字
字

木

木
頃

代

生

土

土

土
豊

広

広

室

車

現

現

現

帯

芽

停

木 所

線
所
線
所
線場

業

業

業 西
川

帯
中
中
帯
帯
河
河
中

市
郡
郡
郡

広
川
川
広
広
西

幕
広
広
芽
芽
豊

市
郡
郡
市

別
別
野
野
室
室
頃

西
幕

帯別
条
町
町
町
町
町
町
町

南町南市広帯線室芽広

基
美
美
二

南
札
字

土

土

土
別

広

広

広

別

内

７

現

現

辺

札

木

木

木
士

留

中
所

線
所

業

業

業

蘂

内

幌

現
中
中
河
小
署
中
河

線
所

線

川
東

足
足

西

寄
寄
川
川

班

郡
郡

先

本
士

林

郡

郡
郡
郡
郡

地

別

か

別
幌

班

中

足
足
本
本

町
町

ら

町
町

は

札

寄
寄
別

芽
美
美

河

押
字

小

内

町
町

糠

立
萌

広

広

瓜

頃

班

村

芽

木

木

木

小

内

幕

土

土

土

報

業

業
室

室

平
現

現

現
芽

芽
河
中
中

線
所

線
所
線
所

業

河

苫
班

東
東
川
川

地
前

鹿
豊
豊

先
郡

林
郡
郡
郡
郡

前

そ
追
追
頃
頃

か
苫

班
鹿

農
農

苫
町

小
町
町
町
町

ら

音
音

大
上
上

前
字

班
上
美

更
更

全
西
西

地
線
線

１
４
５

番 先
先
先

地
地

で
１
１

ま
番
番

全大

ら
で
か
ま

喜
糸
下
下

らか先地１番

居
居

宮
宮
忠
忠
類
類
登

辺
辺

牛
番
基
基

地

番
番

線
線

番
番
３
１
番
先

地
地
先
先
地
地
２
ま

ら
で
先
先
地
で
番
番

か
ま

ら
で
か

地
地

か
ま
先

２
２

宮

ら
で
か
ま

ら

先
先

線
生
生
宮

でま先地番

番

６
内
依

２
２

丁
泉
田
１

線
線

目
町

地
番

４
番

６

番
先
３
か
地

番
番

番
番
４

１
１
地

地
地

地
地
先

地
ら
先

２
６

ら

ま

で

先
先

先
先
か

先

ま

線
で
ら

ら
で

で

ま
か

か
ま

里

西

帯
士

らか先地２番
幌

地

南

登
登
里

札

本
本
別
別

郡
先
中
内

町
町

ま
番

番
番

札
で
５
番

国

４
１

内
有

番
番

地

先

南

地
１

先
地

林

地
地

村
勝

か
ま

札

先
地

か
先

十

先
ま

で

西

ら
で

内

か
先

ら
ま

管
十
林
林
森
有

で

部
国

ら

部
署
西
理
勝

牛
牛

郡
霧

地
然
蔓
野
野

森

苫
立

先
別
西

前
国

ま
西
線
番
番

町
有

で

地
地

字
林

線
番
先
先

霧
留

か
ま

萌

番
地

立

ら
で

南

で

林
森

先
ま

有
部

地
先

国 部
署
南
理
萌
管

ら

留
林

か

第

森林

同

同

同

同

同

同

同

同

同

林

同

同

同

同

同

同

は
理管

班
林
林

班
管

小
署
む
理

平

同

同

号

成



見
道海

北
北

平

走網

成

土
環
木
状

年

現

１
２
路
赤
北

道
道
線

海

路
路

函

名
川
道

の
の

館

及

種
路
縦

土

び
函

類
線

現

覧
館
木

更

２

名

北

道
し
そ
週

海

、
の
間
平

道

同
関
、
成

路
告

法
条
係
一

示

第
図
般
年

第

２
面
の
３

昭和

道

道

道
北
道
北
道
北
道
北

道

道

道

道

海

海

海

海

道

道

幌

広

帯

帯

帯

帯

笹

音

帯

士

土

土

土

の

川
広

広

広

広

調

道

海

海

道

道

道
北
道
北

土

東

別
広

広

室
帯

帯

芽

忠
道 土

土

業

３

線
所

月

北
北

日

市
市
見
見 三

金

町
輪

曜

４丁

日

目
番

）

先
で
地
ま
２
先
番
地
２
３

業

場

か

、
所
線
所

道
域

道
区
区
函
函

及

市
市
館
館

び

赤
赤

縦

川
川

覧

町
町

場所

番
番
１ ら

で
か
ま
先
先
地
地

項
は
縦
月

号

年
の
、
覧 す

律
定
海
供

法
規
北
に
日

よ
建
る

第
に
道

河

り
設
。

東

号

郡

）
、
部

士

道
道

幌

路
路

第

町

の
整

字

供
備

条

士

第

幌
士字町幌士郡東河

１
用
課

木

木

木

士

森

津

上

西幌
西

幌

幌
現

現

現

現

公

陣

士

木

線
所
線
所

業

業

業

業

園

屋 広
国
帯
帯
河
河

線
所
線
所

尾

東
東

有
広
広
東
東

河
河

士
士

郡

郡
郡

林
市
市
郡
郡

町
町
幌
幌

広

鹿
鹿

十
南
南

町

西
南
南
町
町

尾

追
追

勝
字

北
北

部
９
９
字
字

町

町
川上

音

鹿
鹿

森
線
線
士
士
幌
幌

足屈町得新郡

調

追
追

林

四

町旭
北
北

管
番
番
西
西

業

業
水

帯
現

現

条
木

木
清

帯
帯
上
上
上

線
所
線
所

広 市
市
郡
郡
郡

広
広
川
川
川

水
水
得

西
西
清
清
新

南
南
字
字
屈

条
条
町
町
町

丁
丁
水
水
柏

２
２
清
清
足

目
目
基
基
町

後

前

後

ら
で
ら
で
ら
で

ま
か
ま
か
ま

北

らか

間 前更変

前

前

別の後 敷

北

地の

海

か
ま
か
ま

幅

道

員
ら
で
ら
で

事知

延

高

を
及

２

開
び

項

線

始
次

の
す
の

規

番

る
縦

定

２

。
覧

に

地

場

よ

先

り

ま

所

で

い

区

置

の

え

路

備

道

に

、

線２ らか先地２番

て

域

理
１
１
２
２

津

線
線

署
地
地
線
線

番

先
先

５
２
地

か
ま
ら
で

先
林

番
番

番
番

班
か

先
先

先
先
ら
む

地
地

地
地

ら
で
尾
班

か
ま

か
ま
広
小

町
で
尾
ま
広
先
郡
地

ら
で

先地１番１目丁１

音字

５
線
線
１

調

でま

番
番
目

番
番
７
５
丁

地
地
１
１

か
ま
先
先
１

先
先
地
地
番 らか

ら
で
先

ら
で
か
ま
地

道海

２

公

類種
事
事
収
施

長

橋

道国

は

と等

る

重の

み

間区複 業

１

北

都
の

海

事
平

道

業
成

施
都

市
告

市

計
計

示

お

の

と

示

の

告

次

、

を

画

変

らか

り

日

旭
旭
道
穂
海
瑞
北

同

川
川

同

同

同

同

津

函

道

道

呂
海

海

計
北

奥
北

走

館

地
網

尻

成平

同

同
走
子
網
訓
道
戸
海
置
北

の

び

業
の

施

者

及

用

業

行

名
行

報

変
札

間
地
分
称

称
期

名
部 な

市

成

更
幌

平

行

月４年

し

画
年

計

第

の
３

画
者

法
変
月

事
の

昭
号

業
名

和
更を
日

称
の

幌
幌

律
し

札
札

法
可
年
認 。

市
圏

第
た

都

第

計

）

市

号

旭

線
所業

場
現
車
木
停
土

川
川
川

旭
旭
旭
旭
旭
旭
旭

市
市
市
市
市

川
川
川
川
川

東
東
東
東
東
東
東

市
市
市

川

旭
旭
旭
旭
旭
旭
旭
旭

東

町
町
町

川
川
川
川
川
川
川

豊
豊
豊
豊
豊

町
町
町
町
町

田
田
田
田
田
田
田

豊
豊
豊

田

番

番

番

番
番

番

番

番

３

３

業

佐
現

現

木

島
木

若
土

土

常
常

奥
奥

線
所

線
所

業 郡
郡

川

郡
郡

呂
呂

河

尻
尻

呂
呂

地

尻
尻

佐
佐

敷

奥
奥

町
町

ま

字
字

間
間

）

町
町

川
川

江
江

字
字

で

松
松

西

番

西

番
地

常
線
所業

見
現
北
木
府
土 府

子
子
訓
訓
郡
郡
呂
呂
常 郷

谷
実
大
町
町
府

番２
番

成平らか日７ 月３年 日

第

でま

画道

項

業

１

事

第

路

条 よ

北

・

に

４

定

・

規

３

の

海 事

琴

次

知

新

、

道

号

り

１

１

１
先

地

地

地

地

地

地

地

地

２

ま

ま

ま

先

先

先

先

先

先

先
ら

で

で

で

で

か

か

か

か

ま

後

前

前

後

後

ら

ら

ら

で

ま
か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

で
ら
で
ら
で
ら
で
ら

番

２

らか

ま

地

地

番

先

先

先

後

前

後

ら
先

ら

か

か

地

で

前

ら
で

か
ま
か
ま
か
ま
か
ま

ら
で
ら
で
ら
で

でま

地

後

前

後

ら
で
か
ま
先
先
地

ら
で
ら
で
ら

か
ま
か
ま
か

号

橋

通

り

条

お

高

２

と

似

の 事

み

画

る

計

は

市

）

都



市

市
市
幌

幌
幌

札
札
札
号

南
新

区
区
区

央
央
北

中
中

４

４
２
川

南

金
告

１
住
札

貸
業
す

幌

金
者
る
平

処

東市

業
に
。
成

分

区

を

の
対

北

規
し

年

行

条

制
貸

３

っ

北海

２

道

平

石

成

売

狩

り

支

を部一の）定

さ

年

網

庁

次

ば

３

走

北

昭
海道

和
告

種
事
事
収

示

用

業

年

類

第

及
施

北

計市都
３

画

海

び

業
の

都
種
事
事
収
施

平

市
類

成

計
及

用

業

行

施

者

画
び

業
の

年

東
西
条

条
条 ５

２

目
目
目

丁
丁
丁

３
１

ピ
大

号

２
地
２

－
番
番

９

ン

ル
ル
ラ

プ
ビ
ブ

ー
丸
ル

４
ル

－
階
プ ミ

号

エ －

室
５東

等
金

月

た

丁

貸

に
業

目２

関
の

日

金

番

す
業

業

号

い
律
つ

法
に

る
務

者

止
和
停

昭
て

法
分

年
処

所

告

き

月

支

示

庁
人

第

の

日

売

９

項
店

号

」
町
に

支

。
子
る
芳
め
屋
改

庁

るす正改にうよの

成平 元

。

行

道

名

号

第示

間
地
分

告

称
期

部

平

変

号

な

西

号

成

更

宮 ・

道

月
沢

海

４
の

北

年

し

市都圏幌札の業事
新

収

名
行

の

７

道
発

入

日

画計

事

３

業
称
期

名
部

月

の

間
地
分
称

日

札

平

変
札

金

幌

成

更
幌

曜

な
市

圏

日

都

年

し

）

道

日

画計

月

市

４

エ
ア

ス

イ

エ
ル
ァ

・
プ
フ

ヌ
ッ 澤

元

酒
山
根ス

画

ン

企

ナ

雄
和
司

勇
宏
隆

井

第
し

律
を

称
商
名

た

号
な

号
の

又
し

第
、

海

）
で

北

は

同

道

名

条
法

石

称

支

第
第

狩

１

氏
高

項
条

庁

橋

の
第

長

雅

規
１

名
己

定
項

渡

告

北
支走網

示

高
を
事
」
知
店
道
売
海
庁

成

の

）
平
通

紙

ら
寒

証

か

元 ば

月

さ

３

り

年

売

業事路

び

で

及

ま

人

日

き

・４・３

平

事

ら

路

か

寒

売

発新号

成

業 ３ ・

月

４

３

・

年

左稲

で

手

ま

号

日

北

股

知

道
道
道

海
海
海

北
北
北

事
事
事

知
知

第
第
第

号
号
号

２

３

幌札
業
平
業

市
務
成
務

央中

停

停

登
北

に
の

海

よ
規

部

知道

り
定

事
録

、
に

道

第

次
よ

番

の
り

博

貸
公

札
札
札
札

号
号

札
札
札

幌
幌
幌
幌

市
市

市
市
市
市

号
幌

幌
幌

幌札
清
白

清
東
手
豊

室
市 平

田
石

田
区
稲
平

豊

北市 区

成
み
平
るは

則芳
橋
屋町

幌
幌

江
札
札
札
札
－
札
札

別
幌
幌
幌
幌

市
市

西
西

白
東

号

市
市
市
市
市

石
石
区
区

石
区

室

野
白
白

幌

指の人きばさり
幌
幌

札
札
横
札
札
札
札
札

市
市
市
市

幌
幌

山
幌
幌
幌

二
清
中
白
清
白

市
市

修
市

中
・４・３び及通

区
央

方
田
央
石
田
石

東

）通

道海

幌
１
幌

札
札
号
札
札
園
札

市
市

市
市
階
市

幌
幌

幌

公

央
央

央
央

区

中
中

中
中

北

区
止
年
止

２南
の
３
の

条
期
月
範

８西
間
１
囲

丁

日

５目

か

番

ら

ジュ

日

リエ

ま

ー

で

ンセ

の

タ

間

平

区

区
区

区
北
区
区

ビー

西

中

里
栄

里
条
宮
岸

通

３
東
の
１

の島

３

沢
条

１

条
丁

条
目
条
丁

条

６
目

４
丁
６
９

丁

２

丁

番
丁
４

丁

目
番

目
１
１
目

１

９

３

番
号

－
７
目
番

目

号

７

号

番

ハ

５

－

号

号

ン

ラ

セ

プ

ク

日

ト

朝

ツイ

条４川新

ザ

号５番７目丁

ア

若
区
区
宮
八

区
北

葉
北
菊
の
軒

本
東

町
郷
水
沢
５

通
条

７
１
１
条

番
条
条
条
西

丁目
丁
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３
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３
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丁
丁
丁
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目

目
目
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３
１

号
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－
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８
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号
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区
区
区
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ン

南
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本
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北
区

区
区
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が
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１

岡
８
通
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札
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条
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２
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条
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２
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７
１

５
－

号

号
－
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号

区
区

区
区

北

南
南

南
北

条
条
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西

１
５

８
１

条

西
西

西
西
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５
８
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目

目
目

２

丁
丁

丁
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目

１

２
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番
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ラ

キ
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オ
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ル
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シ
晃

ン

ー
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テ
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ハ
円

号
ズ

ツ
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の

ル４階

間日

田澤用信車動自道海北

丸
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ロ
友
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号
キ
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ル
秀
田
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テ
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ド

事
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フ
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事
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ン
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ィ
用
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笹
友

スン
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ナ

ッ
イ

ジ

井
田

木
内
木
廣

敦
櫻
増

鈴

ツイ

田古しな称名
賀

平
ゼ
ア
カ
み

名

ン
く

な
ク

松
ン
イ
イ
ら

称

会
チ
ム
ド
る

し
レ

商
ニ
テ

本スビーサト

事

ッ

商

ジ

山
村

嶋
多

中
野
木
上
中

大

健
あ

村
館
村

－

称
田

株
シ
ン
名
北
名
名
岡

信
な
な
信

式
テ
ズ
称
証
称

社
コ

し
用
し
し
用

会
ィ

な

シー
イ
ケ

ア
ュ
ー
ニ

ジ
ミ

木
田

田
横

依
大
齊
鈴
岡

ョ

藤

山

田

通

ル

大

号
ビ

純

公
ル
限
リ
限

有
ワ

テ
有
ト
有

グ
社

会
ル

メ
会
ン
会

限
ー

ル

フ
リ

ー
ジ

ア

社
ド

ロ
社

株

ン

ン
ス

パ

ト

レ
ー

ン
ャ

笹
柴

櫻

社

ス

会

ラ

式

ト

ズ 山
尾

第

口
崎

川
田

岡

事知道海北到 第

国
雅

号

一
香

大
仁
孝
昭

浩
秀
静

雄

海
海

北
北
北

北
北
北
北

二

道

道
道
道
道

海
海
海

海
海

事

知
知
知

知
知
知
知

道
道
事
事
事

事
事
事

第
第
第

第
第
第
第
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号
号
号

号
号
号
号

事知道 第

真
郎
子

武
宏

昭

一
や

貴
号

海

北
北
北
北
北

北
北

正
二

道
道

道
道

海
海
海
海
海

海

知
知
知
知
知

知
知

道
道
道

事
事
事
事
事

事
事

第
第
第
第
第

第
第

順

一

修
号
号
号
号
号

号
号

北
北

司
一

剛
郎
洋
覚
治

裕

海
海
海
海
海

北
北

北
北
北

知

道
道

道
道
道
道
道

海
海

事
事
事
事

知
知

知
知
知
知

事
事

事

第
第

第
第
第
第
第

雅
博

光
号
号

号
号
号
号
号

司
夫

強
優

紀

北
北

北
北

北

道
道

道
道

道

海
海

海
海

海

事
事

事
事

事

知
知

知
知

知

号

第
第

第
第

第

号
号

号
号
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契
北
入

平

平
道
約
海
札

成

成
が
条
道
執

行
項
帯
行

ずいの次

年

２
れ
年
う
を
広
の

達

に

調
納
納
札

コ
サ
シ

入

ル
ン
ル
を
入
入
参

エ
エ
バ

ク
ズ
ボ
ド
ブ
す

加

ーチケ

マ
直
チ

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ

ー
ー
チ
管
ー

リ
異
ホ
ホ
ホ

ル
マ
ス
ス
ス
ノ

ズ

ー
形
ー

協

１

北

次
な
定

海

の
お
の
平

入

道

と
、
適
成

札
調

十

に
達

お
こ
用

勝

り
の
を
年

付
を

支

一
入
受
３

す
す

庁

金
り
は

新
の
あ
合

規
が
場

銭
、
、

規 銭
貸
銭
に

金
の
金
法

３

北
指
示
市
場

月

海
名
す
東
所

道
競
場
３
及

日

示
入

南
日

告
争
所
条
び

金

第
札

３
時

曜

９
に

丁

日

号
関

目

）

名

道

定
指

海

規
る

北

に
す

。とこるす当該もに
す

プ

る
期
場
す

る
を

十

物

る

ラ

品
日
所
者

グ
×

マ
等

に

チ
の

必

ノ
仕
平
北
要

）

道
資

）
オ
様
成
海
な

ス
等 入

月
支

き

８
勝

付

年
十
格

庁

）
札

型

説
日
長

）
付

マ
チ

付

き

き

シ
ノ

直
、
直

ン
ジ

管

ョ
、
、
、
管
＝

ブ
イ

５

ー
ン
＝
＝
＝

ム
ト
５
５

、
）
×

式、
メ
）
）
）

ス

＝１

、

＝
×

）

＝

般
札
け
月

る
る

告

事
物

競
に
る

示

争
係
。
日

項
品

第

入
る

等

９

札
調

の

号

達

名 び

下
、

及

以
は

称 数

入

付
の
違

と
月

」
４

札
年

量

な

換
代
付
し

借
の
貸
反

の
務
行
部

含
業
を
い

を
理
等

関

以
た
な
に

。
。
わ
分

む
、
た
る

同
し
っ
す

下
だ
か

勝

）
政
き
務

。
行
と
業

じ

れ

総

の
さ

庁

品
止

支

物
停

資
な

会

の
い

部

入
て

務

購 す
。

有
と

を
こ

課

格
い

計

こる

北

示

び

指

及

途

書

別

明

が

と

に書

所

様

場

仕

る

求

す

要

以
オ

５

。るよ

）

上
ス
）
）

い

海

を
ケ

北

）
ラ

。
マ

う
日 作

勝

す
で

十

施
ュ

道

実
シ

近

たれ

長

さ

庁

。
成

支

る

い

金
分
資
つ

の
処
に
に

政

力
要
の

の
効
需
て

銭
の
金

う

、
生
等
行

付
発
者
み

貸
に
害
と

規
前
損
こ

新
以
に

き

銭
金
発
で

金
資
が
が

の

。

貸
要
す
る

の
需
生

道海 公
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．
．
．
．

．

１
５
個
個
個

．
．
．
．
．
．

．
９個１

５
２
４
５
５
４

８
台
個
本
本
本
本
本
本

成

約
名
所

平
そ
平
。
契
る

に

成

るす

雄

関に

光

達調

藤

府 ５

６

７

開
開

平
札
交
交
札

入

入

落

等
と

借
者
る
。

成
説

者

札

及
申
ま

介
ら
込

媒
か
見

の 新
等
る

び
込
れ

入

入

報

×

、
、
、

＝
＝
＝

＝

海

る

北

北

す

在

の
年

年

関

告

告
他

務
称
地

道

道

事

海

当
北
郵
電

第

第

担

示

示

を す
海
便
話
号
号

の

の

る
道
番
番

号

号

織
勝

４

２

組
十

の

の

の
支

明
付
付
の

札
札 日

北
の
場
方
定

年
書

決

保
道
付
所
法
法

海
交

方

証

場

契

示
関

び

告
に

及

所
時
金

第
す
北
る
海
の
約

に
に

事
道
場
書

の

じ
じ

項
帯
所
の

号

同
同

の

市
交
否

１

。
。

広
で
要

所

時

場

日

札

札

に
北

海
る
道
成
ま

北
よ
海
平
日 で

道
場
十

広
は
支
４
必

帯
合
勝
年
に

市
、
庁
月
着

× 、

第

、
＝

＝

×

、 ＝

、

の

－

名
庁
－

称
総

ウ

－

及
務
び
部

、

及び

所
会
北

、

３の

在
計
海

地
課
道

に

帯

、

る

市

、

よ

広 条

び

３

及

。

東

東
付

南

南
。

び

条
る

及

３
す

道海北

。る

目

よ

丁

に

３

）

支勝十

東
郵
総

号
会
午

条
番
部

３
便
務
日

３

計
前

南

課

丁目
－
）
時 送

十
道

る

同
海

よ

合
北

に

勝

付

舎
帯

場

庁

号

次、かほ

目

る

丁

よ

３

に

合

課計会部務総庁

よに

東

、

階
市

は

４
広

議
条

成

会
３

平

室
南３

年

付
目

月

送
丁
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取
た
１
る

の
っ
て
め改に

の
翌
経

し
の
を

消
日
年
。

を

る

申
か
委

１

２

を
こ
知
の

こ
こ
立
ら
員

っ
非

と
の
て
起
会

た
開

が
処
を
算
と

日

会

で
分
し
し
な

北
訓
別
別
こ
日

海
令
記
記
の
以

北
道
第
第
第
決
内

海
情
１
１
４
定
に

成平

道
報
号
号
号

年

に
、

う
３

情
公
）
様
様

北

北
に

海

海
定

道

道
め

労

情
る

働

報
。

委

公
員

．

．

平成 年

と

を
ら
る

え
か
す

訴
日
過

て
の

す
し
分

起
算
処

提
起

が
以
し

と
月
消

こ
６
取

る

示

ま
あ
え

き
で
訴

で
内
の

の
決

き
に
た
て
り

翌
定

ま
不
と
６
ま

日
す
服
き
月
す

か
以

。
が
は
以
。

ら
下

あ
、
内
）

起

る
当
に
を

算
処

場
該
、
被

し
分

合
異
北
告

て

に
議
海
と

」

は
申
道
し

と
日

、
立

て

い
以

こ
て
訴
、

う
内
）

の
に
訟
札

。

不
北

に

報
開
の
式
式
服
海

公
条
一
か
中
が
道

開
例
部
ら

あ
労

条
の
を
別
平
る
働

例
施
次
記
成
場
委

の
行
の
第
」
合
員

施
に
よ
３
を
に
会

行
関
う
号
削
は
に

に
す
に
様
り
、
対

関
る
改
式
、
こ
し

す
北
正
ま

の
て

る
海
す
で

決
異

月

北
道
る
の

日

定
議

開
会

条
訓

例
令

の
第

施
１

行
号

道

関に

労

るす

働

海北

委

道

３月 日 金曜日）

す

た
も
起

。
て
提

す
っ
を

又
と

、
分
こ

し
処
る

だ
、

は
定
き

又
決
で

分
は
が

処

り

が
の
な

定
日
く

決
の
な

に

処
対
に
幌

あ
翌

、
不

分
す
お
地

北
服

が
る
い
方

海
が

あ
決
て
裁

道
あ

っ
定
北
判

労
る

た
が
海
所

働
場

こ
あ
道

委

と
っ
を
又

合
員

を
た
代
は

に
会

知
こ
表

は
に

っ
と
す

、
対

た
を
る
地

こ
し

日
知
者
方

の
て

っ
は
裁

処
異

海
労
。
規

分

が
申

道
働

定

あ
立

北
労
委

中

っ
て

海
働
員

た
を
こ
す

道
委
会

平

と
る

労
員
規

成

を
こ

働
会
程

」

知
と

委
規

を

っ
が

員
程
平

削

た
で

会
の
成

る

日
き

。

会
一

の
ま

長
部
年

翌
す

を
北

日
。

労

曽
改
海

員

委働

会

規会員

訓

の程

令

正改を部一 す

北

起
こ
ら
。

た
か
す

っ
日
ま を」

知
し
を
算
と

１

の
以
こ
日

こ

通
内

の

１
た
、
判

議

に
日
北
所

が
申

よ
）
海
）

あ
立

る
の
道
に

っ
て

異
翌
労
処

た
を
と

議
日
働
分

こ
す

か
委
の
っ
て
め
記
改
別
に

７

立
ら
員
取
た
１
る
第

申 て
起
会
消
日
年
。

か

正
道

ら

根
す
地

起

る
方

算

理
訓
労

し

令
働

て

を
員

」

之

委

１

２

別
こ
日

対
こ
こ

記

の

の
以

の

るめ改に
第

し
こ

処

決
内

の次を令訓る

。
６

て
の

た
１

申
か
委
の
っ
て

２

よ
消
日
年

立申
こ
立
ら
員
取

て
の
て
起
会

道海

を
１

別
こ
日

記

っ

公

の
以

第

こ
た

決
内

５

の
こ

知
に

不

に
、

存

不
北

在

服
海

通

が
道

知

あ
労
る
働

以

場
委

下

に
会

合
員

処

は
に

分

、
対

」

こ
し

と

の
て

翌
経

様

を
算
と
し
の
を

号

て
り
訴
日
過

式

し
し
な
の

ら
る

と
６
ま
え
か
す

中

た き
月
す
を
算
処

成

は
以
。
提
起
と

平

に
を
す
し
分

」

、
内
）
起

取

削

該
、
被
る
て
の

を

当

と
と
月
消

り

異
北
告
こ
６

の

申
道
し
が
以
し

、

議
海

立

て
で
内

公
分

定
に

文

号

異
処

が

に
、

書

様

議
分

あ

不
北

の

式

申
に

っ

服
海

存

中

立
不

た

が
道

否

て
服

こ

あ
労

を

平

を
が

と

る
働

明

成

す
あ

を

場
委

ら

」

る
る

知

合
員

か

を

こ
場

っ

に
会

に

削

と
合

た

は
に

り

が
に

し
日

、
対

、

で
は

な
の

こ
し

き
、

い
翌

の
て

翌
経

処
を
算
と
し
の
を

決

て
り
訴
日
過

分
し
し
な
の

る

不
と
６
ま
え
か
す

に
た

。
提
起
と

服
き
月
す
を
ら

あ
、
内
）
起
算
処

が
は
以

る
て
の

る
当
に
を
す
し
分

異
北
告
こ
６
取

場
該
、
被

以
し

に
議
海
と
と
月
消

合
とこるすを

は
申
道
し
が
て
で
内
の

。すまきでが
、
立

定
に

号

一
と

に
、

様

部
を

不
北

式

開
知

報

服
海

中

示
っ

が
道

決
た

あ
労

平

定
日

る
働

成

の

場
委

」

以
翌

合
員

を

下
日

に
会

削

か

は
に

り

処
ら

、
対

、

分
起

こ
し

」
算

の
て

い

通
異

う

知
議

。

が
申

）

あ
立

に

っ
て

不

た
を

服

と
る

こ
す

が

を
こ

あ

知
と

る

っ
が

場

た
で

合

日
き

に

の
ま

ま
あ
え

て
訴
、
き
で
訴

は

提

対
に
幌
す
っ
を

に
訟
札

い
方
た
も
起

す
お
地
。
て

し
処
る
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又
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又
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又
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を
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を
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と
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を
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っ
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を
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が
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又
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又
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を
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と
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が
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を
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に
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